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深川都市計画用途地域指定基準

第１　基本方針

１　目的

この基準は、都市における望ましい姿を実現するため、用途地域制度の活用により、

良好な市街地の環境の保護及び育成を図り、合理的な土地利用と都市の健全な発展を目

的とします。

２　指定の方針

用途地域の指定にあたっては、都市計画法第１３条第１項並びに同法第１５条第３項

及びに同法第１８条の２第４項の規定によるほか、深川市総合計画等の土地利用に関係

する諸計画との整合について配慮するとともに、「第２　用途地域指定基準」を基本と

します。

第２　用途地域指定基準

１　第一種低層住居専用地域

（１）用途地域の選定

ア　低層住宅地として、良好な住環境を保護することが必要な区域。

イ　計画的な住宅地開発が見込まれる区域で、良好な低層住宅に係る土地利用が予定され

ている区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域には接しない。ただし、

地形的な条件若しくは緩衝帯の配置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる

恐れがない場合は、この限りでない。

イ　原則として、主要幹線道路、交通量の多い幹線道路、鉄道には接しない。

ウ　概ね１０ｈａ以上の規模とする。ただし、住居専用地域の区域が一団として相当規模

のまとまりがある場合は、この限りでない。

エ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は６０％、建ぺい率は４０％とする。

イ　既成市街地のうち、比較的宅地規模は小さいが必要な公共施設が整備済みでかつ住宅

の建替需要が高い区域については、容積率を８０％、建ぺい率を５０％とすることが

できる。

イ　建築物の高さの限度は、１０ｍとする。

２　第二種低層住居専用地域

（１）用途地域の選定

ア　低層住宅地として、良好な住環境を保護しつつ、小規模な日用品店舗等が立地する区

域。

イ　計画的な住宅地開発が見込まれる区域で、良好な低層住宅と併せて小規模な日用品店

舗等に係わる土地利用が予定されている区域。

ウ　第一種低層住居専用地域内の生活利便施設として、小規模な日用品店舗等が立地する

区域。

エ　第一種低層住居専用地域を貫通する道路の沿道で、小規模な日用品店舗等が立地する

区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域には接しない。ただし、



地形的な条件若しくは緩衝帯の配置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる

恐れがない場合は、この限りでない。

イ　原則として、主要幹線道路、交通量の多い幹線道路、鉄道には接しない。

ウ　（１）のア又はイに該当する場合は、概ね１０ｈａ以上の規模とする。ただし、住居

専用地域の区域が一団として相当規模のまとまりがある場合は、この限りでない。

エ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね３０ｍまでの区域とする。ただ

し、地形的な条件又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合

は、１街区単位で定めることができる。

オ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は８０％、建ぺい率は５０％とする。

イ　建築物の高さの限度は、１０ｍとする。

３　第一種中高層住居専用地域

（１）用途地域の選定

ア　中高層住宅地として、良好な住環境を保護することが必要な区域。

イ　計画的な住宅地開発が見込まれる区域で、良好な中高層住宅に係る土地利用が予定さ

れている区域。

ウ　低層住居専用地域内の生活利便施設として、比較的小規模な店舗等が立地する区域。

エ　低層住居専用地域を貫通する道路の沿道で、比較的小規模な店舗等が立地する区域。

オ　相当部分が低層住宅地として利用され、部分的に中高層住宅、比較的小規模な店舗等

が立地する既成市街地で、当面は低層専用住宅地としての土地利用の純化が見込まれ

ないが、今後も良好な住環境を保護することが必要な区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域には接しない。ただし、地形的な条

件若しくは緩衝帯の配置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない

場合は、この限りでない。

イ　原則として、主要幹線道路、交通量の多い幹線道路、鉄道には接しない。

ウ　概ね５ｈａ以上の規模とする。ただし、（１）のウ又はエに該当する場合は、この限

りでない。

エ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね３０ｍまでの区域とする。ただ

し、地形的な条件又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合

は、１街区単位で定めることができる。

オ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限等

ア　原則として、容積率は１５０％、建ぺい率は６０％とする。

４　第二種中高層住居専用地域

（１）用途地域の選定

ア　中高層住宅地として、良好な住環境を保護しつつ、中規模な店舗、事務所等が立地す

る区域。

イ　計画的な住宅地開発が見込まれる区域で、良好な中高層住宅と併せて、中規模な店舗、

事務所等に係る土地利用が予定されている区域。

ウ　住居専用地域内の生活利便施設として、中規模な店舗、事務所等が立地する区域。

エ　住居専用地域を貫通する道路の沿道で、中規模な店舗、事務所等が立地する区域。

オ　相当部分が低層住宅地として利用され、部分的に中高層住宅、中規模な店舗、事務所

等が立地する既成市街地で、当面は低層専用住宅地としての土地利用の純化が見込ま

れないが、今後も良好な住環境を保護することが必要な区域。



（２）配置・規模等

ア　原則として、商業地域、工業地域、工業専用地域には接しない。ただし、地形的な条

件若しくは緩衝帯の配置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない

場合は、この限りでない。

イ　原則として、主要幹線道路、交通量の多い幹線道路、鉄道には接しない。

ウ　概ね５ｈａ以上の規模とする。ただし、（１）のウ又はエに該当する場合は、この限

りでない。

エ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね３０ｍまでの区域とする。ただ

し、地形的な条件又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合

は、１街区単位で定めることができる。

オ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は６０％とする。

５　第一種住居地域

（１）用途地域の選定

ア　住宅地にあって、周辺住宅地の住環境上支障のない比較的大規模な生活利便施設等が

立地する区域。

イ　住宅地内で、近隣住民のための比較的大規模な生活利便施設等の用地として、計画的

に整備を図るべき区域。

ウ　住宅地を貫通する幹線道路等の沿道で、背後住宅地の住環境に支障のない比較的大規

模な沿道サービス施設等が立地している、又は立地が見込まれる区域。

エ　住環境上支障のない比較的大規模な施設が相当数混在している住宅地で、当面は住宅

地としての土地利用の純化を見込めない区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、工業専用地域には接しない。ただし、地形的な条件若しくは緩衝帯の配

置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合は、この限りでな

い。

イ　概ね５ｈａ以上の規模とする。ただし、（１）のア～ウに該当する場合は、この限り

でない。

ウ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね５０ｍまでの区域とする。ただ

し、地形的な条件又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合

は、１街区単位で定めることができる。

エ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は６０％とする。

６　第二種住居地域

（１）用途地域の選定

ア　住宅地にあって、周辺住宅地の住環境上支障のない大規模な生活利便施設等が立地す

る区域。

イ　住宅地内で、近隣住民のための大規模な生活利便施設等の用地として、計画的に整備

を図るべき区域。

ウ　住宅地を貫通する幹線道路等の沿道で、背後住宅地の住環境に支障のない大規模な沿

道サービス施設等が立地している、又は立地が見込まれる区域。

エ　住環境上支障のない大規模な施設が相当数混在している住宅地で、当面は住宅地とし

ての土地利用の純化が見込まれない区域。

（２）配置・規模等



ア　原則として、工業専用地域には接しない。ただし、地形的な条件若しくは緩衝帯の配

置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合は、この限りでな

い。

イ　概ね５ｈａ以上の規模とする。ただし、（１）のア～ウに該当する場合は、この限り

でない。

ウ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね５０ｍまでの区域とする。ただ

し、地形的な条件又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合

は、１街区単位で定めることができる。

エ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は６０％とする。

７　準住居地域

（１）用途地域の選定

ア　住宅地を貫通する主要幹線道路、幹線道路等の沿道で、背後住宅地の住環境に支障の

ない自動車関連施設等の沿道サービス施設が立地している、又は立地が見込まれる区

域。

イ　住環境上支障のない自動車関連施設等が相当数混在している住宅地で、当面は土地利

用の純化が見込まれない区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、工業専用地域には接しない。ただし、地形的な条件若しくは緩衝帯の配

置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合は、この限りでな

い。

イ　路線的に指定する場合を除き、概ね２ｈａ以上の規模とする。

ウ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね５０ｍまでの区域とする。ただ

し、地形的な条件又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合

は、１街区単位で定めることができる。

エ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は６０％とする。

イ　鉄道駅周辺等の住宅地として高度利用を図るべき区域で、道路等の必要な公共施設が

整備されている、又は整備が確実な区域については、容積率を３００％、建ぺい率を

６０％とすることができる。

ウ　主要幹線道路、幹線道路等の沿道等、自動車関連施設等の沿道サービス施設の集積が

必要で、道路等の必要な公共施設が整備されている、又は整備が確実な区域について

は、容積率を２００％、建ぺい率を８０％とすることができる。

８　近隣商業地域

（１）用途地域の選定

ア　住宅地内の近隣住区核として、近隣住民の日常生活利便施設が集積している、又は地

区計画等により計画的に利便施設の集積を誘導する区域。

イ　主要幹線道路、幹線道路沿道、鉄道駅周辺等で、相当数の日常生活利便施設、業務施

設が集積している、又は集積を図るべき区域。

ウ　商業地域に隣接し、主に日常生活利便施設、業務施設が集積している区域。

エ　道路、下水道等の基盤施設が既に十分整備されている主要幹線道路、幹線道路沿道で、

周辺環境との調和を図る必要のある商業地。

（２）配置・規模等

ア　原則として、工業専用地域には接しない。ただし、地形的な条件若しくは緩衝帯の配



置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合は、この限りでな

い。

イ　路線的に指定する場合を除き、概ね２ｈａ以上の規模とする。

ウ　区域に占める商業、娯楽、業務施設の割合（当該施設が現に集積しつつある区域又は

計画的に集積を図るべき区域については、将来見込まれる割合）は、概ね６０％以上

とする。

エ　路線的に指定する場合の、間口に占める商業、娯楽、業務施設の割合（当該施設が現

に集積しつつある区域又は計画的に集積を図るべき区域については、将来見込まれる

割合）は、概ね６０％以上とする。

オ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね５０ｍまでの区域とする。ただし、

地形的な条件又は地区計画等によって周辺環境が損なわれる恐れがない場合は、１街

区単位で定めることができる。

カ　準防火地域を併せて指定する。

キ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は８０％とする。

イ　中心商業地、鉄道駅周辺、市街地再開発事業区域等、高度な商業施設の集積が必要で、

公共施設が整備されている、又は整備が確実な区域については、容積率を３００％、

建ぺい率を８０％とすることができる。

９　商業地域

（１）用途地域の選定

ア　主要幹線道路、幹線道路沿道、鉄道駅周辺等で、既に中心商業地として、商業、娯楽、

業務施設の集積が図られている区域。

イ　道路、下水道等の基盤施設が既に十分整備されている主要幹線道路、幹線道路沿道で、

大規模集客施設が立地している、又は立地を図るべき区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、住居専用地域、工業専用地域には接しない。ただし、地形的な条件若し

くは緩衝帯の配置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合は、

この限りでない。

イ　路線的に指定する場合を除き、概ね２ｈａ以上の規模とする。

ウ　区域に占める商業、娯楽、業務施設の割合（当該施設が現に集積しつつある区域又は

計画的に集積を図るべき区域については、将来見込まれる割合）は、概ね７０％以上

とする。

エ　路線的に指定する場合の、間口に占める商業、娯楽、業務施設の割合（当該施設が現

に集積しつつある区域又は計画的に集積を図るべき区域については、将来見込まれる

割合）は、概ね７０％以上とする。

オ　路線的に指定する場合は、沿接１宅地に相当する区域を地番界又は道路中心からの距

離をもって定め、その範囲は、道路中心線から概ね５０ｍまでの区域とする。ただし、

地形的な条件又は地区計画等によって周辺環境が損なわれる恐れがない場合は、１街

区単位で定めることができる。

カ　準防火地域を併せて定める。

キ　必要に応じて、地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は４００％とする。

１０　準工業地域

（１）用途地域の選定

ア　流通業務地、軽工業地等として、既に土地利用が図られている、又は計画的な開発が



確実な区域。

イ　主要幹線道路、幹線道路沿道で、工業系沿道サービス施設、流通関連施設等が立地し

ている、又は立地することが適当な区域。

ウ　環境上支障のない工場等が立地している区域で、相当数の住宅等が混在し、当面は土

地利用の純化が見込まれない区域。

エ　鉄道の操車場、貨物駅、車両基地、車両修繕施設等が立地する区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、低層住居専用地域には接しない。ただし、地形的な条件若しくは緩衝帯

の配置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合は、この限り

でない。

イ　概ね５ｈａ以上の規模とする。ただし、（１）のイに該当する場合又は住居系の土地

利用の純化を進める中で、スポット的に残るものについては、この限りでない。

ウ　（１）のウに該当する場合の、区域に占める工業、流通、業務施設等の割合は、概ね

５０％以上とする。

エ　路線的に指定する場合の、間口に占める工業、流通、業務施設等の割合は、概ね５

０％以上とする。

オ　路線的に指定する場合は、沿接１街区に相当する区域を地形又は地物をもって定める。

ただし、地形的な条件若しくは緩衝帯の配置又は地区計画等によって周辺住環境が損

なわれる恐れがない場合は、この限りでない。

カ　必要に応じて、特別用途地区又は地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は６０％とする。

１１　工業地域

（１）用途地域の選定

ア　計画的に開発された工業団地で、工業専用地域で建築できない従業員宿舎等、工業関

連施設の立地が相当数見込まれる区域。

イ　区域の相当部分について工業地としての土地利用が図られているが、準工業地域では

不適格となる工場が立地している、又は住宅、店舗等が混在している区域で、これら

の立地を制限することが困難又は不適当な区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、住居専用地域には接しない。ただし、地形的な条件若しくは緩衝帯の配

置又は地区計画等によって周辺住環境が損なわれる恐れがない場合は、この限りでな

い。

イ　概ね１０ｈａ以上の規模とする。

ウ　必要に応じて、特別用途地区又は地区計画等を併せて定める。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は６０％とする。

１２　工業専用地域

（１）用途地域の選定

ア　計画的に開発された工業団地で、住宅等の立地を制限すべき区域。

イ　相当規模の既存工業地で、住宅等の立地を制限すべき区域。

（２）配置・規模等

ア　原則として、準工業地域、工業地域以外には接しない。 ただし、地形的な条件若し

くは緩衝帯の配置又は地区計画等によって周辺環境が損なわれる恐れがない場合は、

この限りでない

イ　概ね２０ｈａ以上の規模とする。

（３）形態制限

ア　原則として、容積率は２００％、建ぺい率は６０％とする。


